
　　　※小売電気事業者：小売供給(一般の需要に応じた電気を供給すること）を行う事業者

12円10銭

(一般競争入札により決定した単価）
水力発電 令和６年４月１日～令和７年３月３１日

（２）売電単価

小売電気事業者※に対して売電している料金単価

契　　約　　期　　間1kWh当たり単価 (税抜き）


